（介護予防）特定施設入居者生活介護　重要事項説明書

１．事業の目的と運営方針

要介護状態または要支援状態にある方に対し、適正な（介護予防）特定施設入居者生活介護を提供することにより要介護状態または要支援状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。
また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

２．事業者の内容

⑴　事業所名　　　　　  養護老人ホーム釜臥荘
所在地　　　　　　　むつ市柳町一丁目２番２０号
管理者の氏名　　　　山本　香織
電話番号　　　　　　０１７５－２３－４５１４
ＦＡＸ番号　　　　　０１７５－２２－８４１９
⑵　事業所の従業者体制

管理者　　　　　　　　　　　　　１名　　　（常勤）　　
　　　事業所管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
生活相談員　　　　　　　　　　　１名　　　（常勤）
　　　利用者の生活相談、必要な助言その他援助を行います。
看護職員　　　　　　　　　　　　１名　　　（常勤）
　　　利用者の健康状況の把握と健康管理を行います。
介護職員　　　　　　　　　　　　９名以上　（常勤換算）
　　　利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。
機能訓練指導員　　　　　　　　　１名　　　（常勤）
　　　利用者が日常生活を送るために必要な機能を維持するための訓練を行いま
す。
計画作成担当者　　　　　　　　　１名　　　（常勤）
　　　利用者状態等を踏まえて、（介護予防）特定施設サービス計画の作成等を行い
ます。

⑶　設備の概要

定員　５０名

1 居室



全室個室とし、洗面所、チェスト、クローゼット等を備品として備えています。
利用者は、原則として別に定める居室を使用するものとします。ただし、適切に介護サービスを受けることが困難であって、次の各号に該当する場合や、利用していない居室がある場合には利用者または家族の希望により居室を移動することができます。
　　ア　現に利用している居室の設備等が、より適切なサービス提供をするうえで著しい支障がある場合。

　　イ　より適切なサービスを提供する上で、他の利用者との関係が日常生活を送るうえで著しい支障があるとき。

　　ウ　その他既に使用している居室がより適切なサービス提供をするため利用者の日常生活上の著しい支障となるとき。
エ　管理者は、サービス提供に著しい支障があると認めるときは、前項の規定に関わらず、居室を移動させることができます。
　　オ　利用者の居室を移動させるときは、その理由を付した書面を交付して、利用者の
同意を得ます。
　　カ　居室を移動した場合は、移動する前に使用していた居室を入居前の現状に復して
ください。
キ　前項に規定する現状に復する費用は利用者の負担とさせていただきます。
2 静養室


　居室で静養することが一時的に困難な状態の時に使用できる静養室を、医務室に隣接して設けています。
3 食堂



　利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブル・いす・箸や食器類などの備品類を備えています。

4 浴室　　


　浴室にはシャンプー・ボディソープを備えています。
5 便所



　居室のある棟に男女共用の便所を設置しています。
３．サービスの内容

⑴　基本サービス
1 入浴
入浴又は清拭を週２回以上行います。
2 排泄
排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
3 その他自立への支援
契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則とします。

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

⑵　その他のサービス

1 理美容

　毎月、理美容の機会を設けていますので、ご希望の方は実費負担にてご利用頂けます。
2 所持品の管理

　居室のスペースに限りがありますので、最小限にお願い致します。

3 レクリエーション

　年間を通して利用者の交流会等の行事を行います。行事によっては別途参加費がかかるものもあります。

4 ショッピング

　週２回嗜好品の販売を行っております。ご希望の方は実費負担にてご利用頂けます。
４．利用料金

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該（介護予防）特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。

□基本報酬

⑴　１日の単位数
　　要支援１　１８２単位
要支援２　３１１単位
要介護１　５４２単位
　　要介護２　６０９単位
　　要介護３　６７９単位
　　要介護４　７４４単位
　　要介護５　８１３単位

⑵　各種加算　　　　　　　
　　⑵　各種加算　　　　　　　
　　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　１日につき　２２単位
　　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）　　１月につき　所定単位×１２８/１０００
　　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）　　１月につき　１０単位
　　科学的介護推進体制加算　　　　　１月につき　４０単位

　　口腔・栄養スクリーニング加算　　１回につき　２０単位（６月に１回を限度）

　　退院・退所時連携加算　　　　　　１日につき　３０単位（３０日まで）
　　退居時情報提供加算　　　　　　　１回につき　２５０単位
　　個別機能訓練加算Ⅰ　　　　　　　１日につき　１２単位
個別機能訓練加算Ⅱ　　　　　　　１月につき　２０単位
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ　１月につき　１０単位
夜間看護体制加算Ⅱ              1日につき　　 ９単位
　
□その他の費用

ア　協力病院以外で遠方の医療機関への通院、入院に要する費用（１kmあたり＠50円）
　イ　理美容代（１回　２，０００円）
エ　記録等の複写物に関する費用（白黒　１枚２０円、カラー　１枚５０円）
オ　電話使用に関する費用　施設固定電話・施設固定電話　1分あたり３０円
５．サービス利用にあたっての留意事項

1 利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の職員にご一報ください。

2 利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず職員に声をかけてください。
3 事業所内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮ください。
4 職員に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。

６．非常災害、感染症対策

非常災害や感染症、その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関や他施設と連携して、とるべき措置についてあらかじめ業務継続計画と防災マニュアルを作成し、当該業務継続計画と防災マニュアルに基づき、年２回以上利用者及び職員等の研修及び訓練を行います。

７．緊急時の対応

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。
８．事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際して執った処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。

９．守秘義務に関する対策

事業所及び職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。

10．利用者の尊厳
利用者の人権・プライバシー保護のため法人規程の個人情報保護方針にもとづき、職員教育を行います。

11．身体拘束の廃止

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。

12．高齢者虐待の防止
　虐待に関する担当者を選定し、虐待防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催し、提供するサービスの実態を把握し、職員の研修、資質向上に向けた取り組みを行います。
　また、虐待の早期発見に努め、職員から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、明らかに高齢者虐待があったと判断されるものに限らず、速やかに市町村へ通報を行います。

13．苦情相談窓口
※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

苦情受付担当者：生活相談員　　
受付時間　　　：毎週月曜日～金曜日　１０：００～１５：００
　　　　　　　　（ただし、１２月２９日～１月３日を除く）

電話番号　　　：０１７５－２３－４５１４

苦情解決責任者：管理者　　山本　香織
※第三者委員　　
特定非営利活動法人　セーフティーネット青森　電話番号　017-766-3405
氏名　　高石　敏子　　　電話番号　0175-23-6789
氏名　　木立　恵子　　　電話番号　0175-22-3344
　　　　　　
※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。

むつ市役所　総合福祉課（介護保険・福祉・認定各係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　0175-22-1111
14．協力医療機関等
下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。
    ・協力医療機関
        ・名称          むつ総合病院
        ・住所          むつ市小川町一丁目２－８
     ◇緊急時の連絡先
      なお、緊急の場合には、身元引受人となっている連絡先に連絡をします。
15．損害賠償について
事業者の責任により利用者に生じた損害については、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償責任を減じさせていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和8年4月1日改定）
　　令和　　年　　月　　日

指定（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスの開始に当り、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。

＜事業者＞

所在地　　　むつ市柳町一丁目２番２０号
事業所名　　養護老人ホーム釜臥荘
管理者名　　山本　香織　　　　　　　　　　　　　　
説明者　　　畑中　和華子
令和　　年　　月　　日

私は、契約書及び本書面により、事業者から（介護予防）指定特定施設入居者生活介護サービスについて重要事項説明を受け同意しました。

※令和３年度介護報酬及び基準改定等に伴う文書簡略化等に鑑み、記名（印字又はゴム印）の場合のみ要押印とし、署名の場合押印省略とします。
＜利用者＞

住所　　むつ市柳町一丁目２番２０号　釜臥荘
氏名　　

＜利用者代理人（選任した場合）＞

住所　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　　　　　　　）
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